
第７期 事 業 計 画 書 

（2025年 10月1日から2026年 9月30日まで） 

 

１. 事業の概要 

（１） 奨学生の募集 

関東地方（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県及び群馬県）に所在

する大学及び大学院（詳細は募集要項において定める）に財団案内や募集要項を配布す

るほか、ホームページにおいて情報公開を行い、優秀な学生から多数の応募が得られるよ

うに、募集活動を実施する。 

 

（２） 奨学生の選考 

奨学生選考委員会において選考を行い、理事会において採用者を決定する。 

 

（３） 奨学金の支給 

前期継続奨学生採用者及び新規採用者に奨学金の支給を行う。 

 

（４） 交流会の開催 

   奨学生を対象とした交流会を開催する。ただし、参加は希望者のみとする。 

 

２．第7期における開催予定会議と主な審議事項 

（１） 2026年度第１回理事会・・・2025年 12月 5日（金） 

・第 6期事業報告・決算の承認 

・定期提出書類（事業報告等の提出）の提出の承認 

・2026年度奨学生募集要項の承認 

・定時評議員会の招集 

 

（２） 2026年度定時評議員会・・・2025年 12月 22日（月） 

・第 6期事業報告・決算の承認 

 

（３） 2026年度第２回理事会・・・2026年 6月（決議の省略） 

・保有株式に係る議決権の行使 

 

（４） 2026年度奨学生選考委員会・・・2026年７月 

・2026年度採用奨学生の選考 

 

（５） 2026年度第３回理事会・・・2026年 7月（決議の省略） 

・2026年度採用奨学生の決定 

 

（６） 2026年度第４回理事会・・・2026年 9月 18日（金） 

・第８期事業計画書及び収支予算書の承認 

以上 


